
令和７年１２月２２日 
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 関 係 機 関 各 位 

 

 

 文 化 庁 国 語 課  

                                                                    

                                                                    

 

 

「ローマ字のつづり方」（令和７年内閣告示第４号）について 

 

 

 文化審議会が令和７年８月２０日に文部科学大臣に答申した「改定ローマ字のつづ

り方」が、同年１２月２２日に「ローマ字のつづり方」（令和７年内閣告示第４号）

として実施されたことをお知らせします。 

 なお、本内閣告示は、文化庁のホームページで御覧になれます。 

 

 

  文化庁 HP： 

https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/roma

/index2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連絡先 

  文化庁国語課（担当:国語調査官） 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

 電 話  03-5253-4111（代）  内線2842 

 メール  kokugo@mext.go.jp 
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